
（議 56 － 1） 

 

議案第56号 

 

 

 

 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例案 

 

 

 

 

 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例を、次のように制定する。 

 

 

 

平成25年９月19日提出 

 

 

 

守口市長 西  端  勝  樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

 



（議 56 － 2） 

 

   職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例 

 

 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成18年守口市条

例第27号）の一部を次のように改正する。 

 

 附則第６項から第８項までを次のように改める。 

６から８まで 削除 

 

附 則 

 この条例は、平成25年10月１日から施行する。 


